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1.１ 研究インテグリティをどう捉えるか？

■ 研究インテグリティの捉え 

・    は 名古屋大学のリスクマップか    は  の10  を  と る 

・ 研究インテグリティは       部の  か 研究コ ュ ティ る   研究  ュリティ

研究インテグリティ確保のため    と     きる   を構        う
 部との     る  と      る 学の  部  保  る  を   
            か  体を        マネジメントを   る 

 
え
 

学内で保有 る  は以下のようであり   はリスクマネジメント部         る    る。

    
研究 

    
      保    国 産学         

         連携  研究      
  

 
 
 
 

研究  ュリティ
 部の  か 研究コ  ティを る

研究インテグリティ
研究     部との  を   
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1.2 スタートアップ・インテグリティをどう捉えるか？

   言う スタートアップ・インテグリティは ユ バーシテイインテグリティと
研究インテグリティ・研究  ュリティ そ  ビジネスインテグリティの  を
併せ持つもの  る 

インテグリティ

ユ バーシティインテグリティ

研究インテグリティ
・研究  ュリティ

ビジネスインテグリティ

スタートアップ・インテグリティ

コンプライアンス ： ルール 従った 動  他律的  動  

インテグリティ ：   の え もとづ た 動   律的  動  
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1.3 スタートアップ・インテグリティの  は？

大学 軸足を置く 職 や学生   部との  を   る場合 必要とさ る手続き・  を 

 連  部 と協力   スタートアップインテグリティのガイドライン まとめる 向 検討   る 

スタートアップ・インテグリティ

法令  学内 定・就  則
社会的風潮

（時流・潮流）

      

  保     ・       

      

国 産学連携  

    ・     ・       

研究     ・ 研究  ・ （研究倫 ）

リスクマネジメント
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2.1 リスクマネジメントの  か 見た   例

１．   の役割

①職歴
②研究経歴（論文 受賞歴）
③兼 ・兼職 (学会や産 界の協会 のメンバーも含む)  所属 る
 部機 ・役職

２．物品購入（提供）・  委託（提供）

①. 部機 への物品・設備・システム 購入及び役 発注  る 
②.優遇措置を受け 物品及び建物・スペースの提供を受ける 
  借  る または役 提供を受ける.
③.優遇措置を与え 物品及び建物・スペースの提供を る 
  貸与 る または役 提供を る.

3． 部機 か のお金の流 （個人と  )

① 部機 の公開株式を保 
② 部機 の未公開株（ 部機 )の 得
③ 部機 か のロイヤルティ 入
④ 部機 か 受ける個人的 入[兼  酬 株式の売却 ]  る 

4．連携 係 研究活動

① 部機 の共同研究 受託研究（治験も含む） 参加
②特許 の  の 願  部機 への技術移転（譲渡 ライ ンス ）
③ 部機 との寄附金の供与 授受
④ 部機 の学術コンサルティング
⑤ 部機 との学術協定やMOU
⑥ 部機 へノウハウの移転
⑦ 部機 への 張
⑧ 部機 か （留）学生や（ 国人）研究 の受入 
⑨ 部機 か 研究助成金の受入 
⑩ 部機 か 研究 の受入 
⑪ 部機 との成果物の授受（MTA ）
⑫ 部機 との共同研究前の技術打合せ
⑬ 部機  よる受託  （コンソーシアムを含む）
⑭論文発表
⑮学会発表

５．  の    

①役 及び部局長の 害 係 連携 係
②  の役職（決裁権）リスト
③大学 よる 部機 への投 （将来的）
④大学 よる敷地・建物・設備の 部機 への提供 授受
➄大型の 部機 との連携活動 

（人）

（金）

（連携）

（物）

（  連携）

• 確認  の例(         保                         ）

大学の  ・  の立場か 見た    例 係る確認  



6

2.2 成長ステージの  か 見た スタートアップの成長ステージごとの
大学の  とリスクと る  

① 創 か レーターへ向け大学の  は少 く る 

② 創 期はインテグリティ確保 留意  け ば け   例 多  

③ 特 研究活動の    例 多  

④  金調達  は大学との わ  続く

⑤ 大学の   少 く ると 大学 係  は見え    新た リスク 顕在  る 

注意：スタートアップの創 前 終了時 技術流 の注意 必要  る 

創 シード アーリー  ドル レーター

役員兼業 立場切分 役割分担 支援人材確保 組織拡大

大学との関わり：大 大学との関わり：大 大学との関わり：中 大学との関わり：小 大学との関わり：小

技術移転 共同研究 学生の参加 知財の帰属 他機関と連携

大学との関わり：大 大学との関わり：大 大学との関わり：中 大学との関わり：小 大学との関わり：小

拠点・設備 技術検証 試作 生産体制構築 サプライチェーンの整備

大学との関わり：大 大学との関わり：中 大学との関わり：中 大学との関わり：小 大学との関わり：小

持ち株比率 シードレベル アーリーレベル ミドルレベル レーターレベル

大学との関わり：大 大学との関わり：大 大学との関わり：大 大学との関わり：中 大学との関わり：小
 金調達

経営体制

研究活動

  活動

①大学との わ ②創 期  中

③研究活動の
 与大き 

⓸ 金調達の 
与 大き 
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2.3 大学の  手続きの  か 見た スタートアップ・ガイドラインと  
検討 べき 例（編 中）

 例  区分

・兼   スタートアップの代表 締役  締役  るケース兼 （役 兼 ）人 ・総 本部

・兼   スタートアップの株主  るケース

・大学の 職   スタートアップの役 兼 以 のアドバイザー／コンサルタント と るケース兼 （ 般兼 ・
クロスアポイントメント・ 向）

・スタートアップ クロスアポイントメント制度 派遣さ るケース

・ 職 X 代表 締役 も くは 締役 就    るスタートアップと大学 共同研究を うケース共同研究・受託研究産学連携本部

・スタートアップの兼 と学術コンサルティングの両  携わるケース学術コンサルティング

・スタートアップか の寄付 よる研究を   るケース寄付・寄付講座

・スタートアップ よる寄付講座を設置 るケース

・部局長   害 係をもつスタートアップの寄付講座を設置 るケース

・機微技術 （  保      研究インテグリティ・  ュリティ）  わるケース研究  ・技術データの提供

・スタートアップと研究成果 体物譲渡   を うケース  技術移転
（特許・著作物・成果 体物）

・学生発スタートアップへ指導  （主査）  与 るケース学生の 与学生の寛容部局

・ 職 発スタートアップへの研究室の学生  与 るケース

・スタートアップか の社会人学生の受入 のケース

・スタートアップか の物品購入（ 償）を う 若 くは装置の借  るケース物品購入や役 供給 の    本部・部局

・スタートアップの研究  研究室の機器を   る  設をイベント    るケース学内の場所・設備・機器   設  本部・部局

・スタートアップ 大学の研究成果を宣 ・PR   るケース成果の公表（宣 ・PR）成果公表部局

・大型公的プロジェクトへスタートアップ 参画 る 若 くはスタートアップへ再委託 るケース公的 金への 与公的  本部

  手続（本部・部局）と  内容 ガイドラインと  検討 べき 例のタイトルの 例

ガイドラインは スタートアップを志  職 ・学生 そ  創 後 も参照頂けるよう 内容と た  
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2.4 大学の  手続きの  か 見た スタートアップ・ガイドラインと  
検討 べき 例 留意点 指針（編 中：2027年3月 公開予定）

以    例を示  
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2.5 スタートアップの成長ステージの  か 見た 注意 必要  例

スタートアップ成長ステージの側面から見た取引項目別の事例の一例を示す
（皆様のご意見を頂きガイドラインには盛り込む事例と留意点を掲載する予定）

兼 △ ・・・・・・・・・・　創 

兼 △ ・・・・・・・・・・　創 

兼 △ ・・・・・・・・・・　創 

本部・部局
総 ・法

 ・医学部
研究活動

海 （特定国） 本社を置く医療機器製造会社は 医師の診断を支援 るAIツールを開発  お  その精度向上のため 世界各

国の病院か 医療データ（診療 録）を     る 大学    医療データ提供依頼  った 大学と  は データの性質 個

人  保護法上の「要配慮個人  」 該  る とか  国内法令への 合性を慎重 検討 る必要  った さ   医療データ

 海  移転さ る とと るため 特定国の個人  保護法制や 同国 おける医療データの二次  ・商   の制度的枠  

も  確    大学と  の公 性や倫 性の観点か も   求め  た また 提供の 価性  示さ た と   該   

「研究 的」 は く「商  」と  さ る可能性も   学内倫 審査の    や 研究機 と  の立場との整合性   る懸

念 生じた さ   特定国 日本と十分 個人  保護水準の「 互認証」を      場合 は 国 移転   る本人同意

 得や  上の追加措置 必要と る とも予見さ た 案件を進め  以 の 談を受けた 

△
・・・・・・・・・・　 部機

 との  

△
・・・・・・・・・・　 部機

 との  

部局 研究支援課 研究活動
スタートアップを立ち上げた研究   大学の立場 獲得   る研究 をスタートアップへ  委託を う形 投入 る との是非

と  委託の条件（金額）の妥 性の判断
△ ・・・・・・・・・・　創 

追加案の参   マネジメント例  判定

本部 研究支援課 研究活動

大学 は 防衛装備庁の  保 技術研究推進制度への 募は 審査制度を設け  ると   る機  多  今年  っ 新た

 本制度の中 「補助金枠」 設け   大学研究  申 込  や  公募 始まった  くつかの大学は補助金枠 つ  は 募

を認める判断 至っ  る   く 基礎研究と言っ も 金提供機  防衛省だと う とを えると 将来 防衛装備品   さ 

る懸念も払 ょく き   

本部 人 ・総 
大学  か 学内発スタートアップ設立・認定の申請 提 さ た  代表 締役就 予定 と     研究室 雇    るア

ルバイト  補佐 の名前  載さ   た （  は 設立後 代表権の無  締役 就 予定）

本部 人 ・総 
大学研究    の研究成果を活   スタートアップを立ち上げ 締役 就  た 大学研究 は 大学の立場 は く ベン

チャーの立場  独 の研究活動を   る とを え  る  の   問題と る点は るか？ 談をうけた 

本部 人 ・総 

大学  は 研究室の  国人研究   国の大学 就職 た 大学  は   国人研究 の紹介  該 国大学 客  

 （兼 ）の形  与 該 国大学 お  研究室を   学生指導 の 育活動を っ  る  の大学  は 日本 お 

        役 と   大学発ベンチャーを立ち上げた   国  も  国人研究     た別の大学発のベンチャー（大

学  の兼     本 係  ） 設立さ た その   個人間  の形式  国 の大学発スタートアップ    る予定 

 る  の   問題と る点は るか？ 談をうけた 

区分
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3.1 スタートアップ・インテグリティプラン（SIP)の作製

◼    ： 以 の条件を満た  職 ・学生    SIPの提 は特定 の と る 
①  職   スタートアップ  たる営 企 の役 兼 申請（代表 締役  締役 執 役   を執  る社 ，  ，

支配人，発起人及び清算人）を新     る又は更新 る場合：役 兼 許可申請時（新 ・更新）

②  職   ➀以 の場合  大学の研究成果を活  たスタートアップ  たる特定非営 活動法人（NPO法人）  般社
団法人 の代表    監 （役 ） 新  就   または 就    る場合：新 就 時  期更新時

③  職   クロスアポイントメント  大学か スタートアップ 派遣さ る場合 またはスタートアップか 大学へ派遣さ る場

合：クロスアポイントメント協定書締結時（新 ・更新）

④     マネジメント定期 己申告または調査（ヒアリング・   調査） の結果     マネジメント委 会 お  
SIP 必要  ると判断 た場合

⑤ 学生 スタートアップ 参画 る場合  SIP 必要  ると判断さ た場合

◼ 時期：年1回（SIP 変更 生じた場合はその都度）

◼  轄：学術連携リスクマネジメント統括室/研究    課

SIPの提 ・審査の流 

研究インテグリティ
マネジメント室
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3.2 スタートアップ・インテグリティプラン（SIP)の申請・審査経路

研
究
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
M
室

 
 
研
究
 

分
担
研
究
 

各種リスク抽 
と  

COI抽 

 
 
 
研
究
 
へ
提
 

スタートアップ・インテグリティプラン（SIP)の承認の流 

【 式A】
研究インテ
グリティ
マネジメント
基準

【 式B】
研究計画（案）
・  抽 
・  計画

各種リスク抽 
と  

確認 告書

研究計画
・  抽 
・  計画

 定の基準
を策定

【様式A】【様式C】【様式D】はリスクマネジメント統括室、【様式B】【様式E】は研究責任者が作成する。

  を新た 
提  ただく
 と  る 

米国AAUか の研究インテグリティ 係る提言のTech.cont.plan 懸念案件 つ  の   も る

確認・審査・調整

SIP申請
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3.3 スタートアップ・インテグリティプラン（SIP)の帳票の例

スタートアップ・インテグリティプラン（米国Tech.cont.planの側面も併せ持つ）】

スタート
アップ名称

備考
【インテグリティプラン（管理計画）】

【テクノロジー管理計画等の申告】

回答欄質問欄

１ 研究責任者ですかか？

人

３ 主たる指導教員である学生が共同研究等の関連
活動へ参画することについて、関与・指示等があり
ますか？

４ 研究員の機構への受入れ（出向・クロスアポイ
ントメント・共同研究での派遣・その他）がありま
すか？

５ 機構から絵画機関への人の派遣（出向・クロス
アポイントメント・共同研究での派遣・その他）が
ありますか？
６ 海外からのから自らの研究室への社会人学生の
受入れがありますか？
 機構の教員等として、有償での物品 設備 シス
テムの購入または役務等の委託等をおこなうことが
ありますか？

▼

▼

(1)機構との研究契約（産学連携講座、再委託も含む）、物品・役務等の購入等の契約を、
大学の教員が代表して実施する。

(2) 兼業時間数は他の兼業と合わせて学内規程の範囲内に止め、兼業申請書に記載の活
動の範囲内にとどめ、大きな変更があれば再度の申請をする。
(3) 機構の研究、内容、場所、時間、資金面で確認を十分に行い、社会等から疑問を呈
されたときに説明できるようにする。

あり
【PIとしての権限】

なし

▼

あり
【共同研究で派遣】

▼

⑴ 共同研究契約で、研究員を派遣される場合、研究料の支払がある。
⑵ 研究員による大学の施設、設備の利用は、当該対象の研究テーマ・目的に限られ、契
約等により認められた範囲に限り、その範囲を逸脱しない。
⑶大学の教員が研究員と関与する際は、基本的に大学の立場とし、大学の秘密情報の流
出に留意し、情報のコンタミネーションを起こさない。

▼モ
ノ

あり
【有償の物品購入】

▼ ⑴ 競争入札手続きや相見積もりが可能な種類の取引では相見積もりを取得し、不可能な
場合でも「利益相反選定理由書」（利益相反マネジメント委員会作成）する。
⑵ 仕様策定委員または機種選定委員として、スタートアップとの取引に関与しない。
⑶ 150万未満の取引でも教員発注とせず、事務局発注とする。

以 続く．. . EXCEL 式の 27問（プルダウン回答）回答内容で、インテグリティプランのテンプレート
（ガイドラインに連動）が自動的選択される。申告者と管理者との調整によってプラン（  計画）を合意。

なし

なし
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４.1 スタートアップ・インテグリティ確保のための学内体制の構 

STEP１：現状把握
現在の大学体制で既に存在する「規定・情報・手続き」を棚卸しし、
スタートアップ・インテグリティ確保のために追加すべき領域・範囲を特定する。

STEP２：リスクカテゴリ・基準の定義（リスク体系化）
スタートアップ・インテグリティ確保のために既存リスク、新リスクを抽出する。

STEP３：スタートアップ・インテグリティ委員会の新設の検討
研究インテグリティ委員会とは「別軸」で、スタートアップ固有の論点に特化。

STEP４：包括的に把握する統括部署の設置
各担当（人事／産学連携／輸出管理／知財／財務）で保有する情報を「集約」する。

STEP５：Startup Integrity Plan（SIP）導入
スタートアップに関与する教職員・学生のための「自己申告」のフローを作成する。

STEP６：全学ルール・様式・手続きの整備（制度化）
手続き・規定群を、スタートアップ・インテグリティの指針に合わせて拡張・新設。

スタートアップ・インテグリティのガイドラインを参   以 のステップ 学内ルール 

 式 手続きを整備 る 

振
 
返
 

委
 
会
設
置

S
I
P
の
運
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4.2 既存の学内手続きとSIP申請の位置づけ

時期    詳細

年1回以上

（新た  害 係 生じた場合

は その時点）

役 兼 役 へ新 就 時・更新時

営 企 の役 （ 締役，執 役，会計参与，監査役， 

 を執  る社 ，  ，発起人 ）と る  （研究 を

含む ）（※６）

 般兼 
アドバイザー へ新 就 時・更新

時

営 企 の役 兼 以 のアドバイザー コンサルタント と る

 職 （※６）

・スタートアップの役 と  兼 許可を申請 る 職 

・上 以   スタートアップ  たる特定非営 活動法人  

般社団法人 の代表    監  就  る 職 

・スタートアップ  連 るクロスアポイントメント制度を  さ る

 職  

5 発 の創 時 技術移転時 発 の創  技術移転  を   る 職 3月7日

8 海 との連携活動の  前 海 との連携活動を   る 職  学生 大学    3月10日

3月11日

10 その他 倫理規程、研究公正、バイオリソースの利用（ABS）、医学系研究での倫理審査他、法令、学内規程の遵守が必要となる。 3月12日

9
学生の参画 おける学内手

続き
スタートアップへの学生の参画時

学術連携リス

クマネジメン

ト統括室/研

究    

課

以 の ず か  たる 職 及び学生

・学生発スタートアップ お   職 の 害 係  

・学生の 職 発スタートアップへ参画

・学生 スタートアップの代表   っ  ベンチャー称号申請を  

企  の    を 得 る 職 ・学生 3月8日

7   保     貨物の   技術の提供前 貨物の   技術の提供を う 職 ・学生 3月9日

 的 産権 の保護 学術研究・産学官連携統括本部

6       共同研究 の    の 得時
学術連携リスクマネジメント統括室

/学術研究・産学官連携統括本部

  技術移転部 研究インテグリティ・  ュリ

ティ

3月5日

4

（SIP）の作成 承認

（※５） 年1回以上 3月6日

3月3日

2
兼 許可申

請及び許可
部局  /人 労 課 3月4日

3
役 兼  おける    

手続き（※５）
役 への新 就 時

学術連携リスクマネジメント統括室

/研究    課

役 兼 （新 ・継続）を申請 る 職 

     轄

1
    マネジメント定期

 己申告（※５）

学術連携リスクマネジメント統括室

/研究    課
役   職 （研究 を含む ）

名古屋大学の 例

SIPの学内手続き



5.1 スタートアップを志 研究 ・     を   る場合
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【研究 ・    るべき具体的 基準】
法 制・ 則     （ 育・研究・社会 装 おける） 公平性 および 職  の
立場の  か  確認  ・基準を別途 載 る 

複数の立場
学生・教員・企業

Reputation
R

公平

  

法

立場

確認：公平性

確認：透明性・（公共性）

確認：法遵守

確認：妥当性

レピュテーションリスクは 主と  法・  ・公平・立場の    評価さ る 

     つ  は 
研究インテグリティの観点 
  性を確保  ばリスク
は低減 る 



5.2 想定さ るレピュテーションリスクの見積も  
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◇    を求める  

                                            
                              

◇ 参照基準

                               

◇ 懸念点

                                     

◇   きの確認点（機構     る  の 例を示 ）

                                    

                                

                                   

                                     

                                   

                                 

                                       

◇ 判断の かた (機構のレピュテーションリスク      かの判断)

レピュテ ショ リ ク 上記項目ごとに レベル5段階と      レベル  算  均値が 以上 

   も くはひと 以上       レベル 以上が存在    は 審議対象 と  。

審議対象と  ば運 会議 で審議   。
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5.3 トータルリスクマネジメントシステムの構想図

AIアシストのトータルマネジメントシステム

全体像の把握
(透明化しようとする取引の形態)
5W1H

検討案

新設

申請者の過去の
取引情報をアップ

HP確認して申請

新規の取引情報
を入力

対象となるリスクの
マネジメント実施

複合リスクに
個別対応

レピュテーションリスク
を５段階評価

システムデータベース
データ入力

人・物・金・連携

マネジメント結果
確認シート基準値

開始

申請 基本  
 動入力

入力

個別マネジメント

追加リスク

マネジメント結果

レピュテーション
リスク 委 会

YES

利益相反、輸出管理
情報管理、遺伝資源管理

トータルリスク
 前チェックリスト

審査票

開発検討中のAIシステム

生成AI プロンプトを挿入

SIPの申請入力



6.1 スタートアップ・エコシステム共創プログラム
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6.2 スタートアップ・エコシステム共創プログラム

現在

ガイドライン
策定

DDシステムの
導入

  ナー
シンポジウム

SIPの
システム 



6.3  研究インテグリティはど へ向かうか？/ 将来像
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求め  るもの 心 刺激時代

研究公 研究 の
研究倫 
研究  
研究     

 部との癒着
  競争

  ま 

研究インテグリティ研究 の
研究倫 
研究  
研究     
    
技術流 

新た 刺激
Foreign Influence

現在

  と  の
インテグリティ

コンプライアンス経営

  と  の
研究倫 
研究  
研究     
    
技術流 
   る互恵 係

新た 刺激
Engagement

将来

  のステークホルダーの
エンゲージメント 得  る

互恵 係

トータルリスマネジメント

   社会    主体的 深  話や共創 ど
を通じた強  与を持つ と  多 的 そ ぞ 
のステークホルダー      を果た   互 
解を得 互恵的 協働   く とを言う 
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機構

大学

機構

大学

大学

・研究インテグリティ  連 る
リスクは 主と   の破線 
 ま る領域  る 
・機構は経営・   大学は 
育 研究 社会 装 係る部
分   と る 

参  料 １ 大学 のリスクマップ


	既定のセクション
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21


